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三原JCビジョン

社団法人三原青年会議所新聞 今月号の記事

本紙『やっさもっさ』は、 1 月から11月まで毎月 1 回発行し、新聞折り込みを中心に配布しております。何卒ご愛読ください。※資源保護のため再生紙を使用しています。

●地域（まち）の応援者・運営ボランティア大募集
地域応援者：目標に向かって取り組む地元の子ども達に地域の皆様からの熱い声援を送って頂
ける方を募集しております。
運営ボランティア：相撲の経験・知識のある方・また大会趣旨・目的にご賛同いただける方を
募集しております。（例：審判・土俵設営・サブ土俵の運営・本部でのアナウンス・わんぱくうどんの調理）

第3回ジュニア大会開催：３歳～６歳の子ども達も本土表で相撲をとる経験をして頂きます。
　　　　　　　　　　　　（１～２試合）　参加費無料

①申込書に記入し、ジャスコ・フジグラン内のしまなみ信用金庫ブランチにある申し込み受け付けＢＯＸ
　に入れて下さい。
②電話・ＦＡＸ・e-mailで申込書の内容を（社）三原青年会議所までご連絡下さい。
③（社）三原青年会議所ＨＰからもご応募できます。HP：http://www.mihara-jc.com

 ◆お問合せ先

（社）三原青年会議所

〒723-0052　三原市皆実4-8-1

三原商工会議所内

TEL（0848）63－3515
FAX（0848）62－1141
E-mail : info@mihara-jc.com

HP : http://www.mihara-jc.com

モニター募集
皆様の声を

お聞かせ下さい
　「やっさもっさ」ではモニター
を募集しております。紙面に対す
る皆様の率直なご意見、ご感想をお聞かせ下さい。
◆モニター方法

　郵送による簡単なアンケート
◆モニター期間

　2004年11月号まで（毎月１回）
◆お問い合わせ先

　右記までお申し込み下さい。
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申込締切

５月３０日（日）８時３０分集合
宮浦公園多目的グランド（さつき祭りと同

時開催）

雨天の場合は西小学校体育館で行います

三原市近郊の男女小学生（三原市、久
井町、河内町、瀬戸田町、大和町、本郷町、
御調町の男女小学生）
お弁当、短パン、タオル

全員に参加賞があります。

４・５・６年生の代表者には全国大会（東京

両国国技館）への出場資格が得られます。

※優勝者が女の子の場合は三原場所の

みの表彰となります。

約２００名　応募多数の場合は先着順とさ

せて頂きます。

５月２６日（水）　当日受付も若干可能
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　会員拡大ビジネス研修委員会（菊川美仁委員長）
は、去る４月１９日（月）三原国際ホテルにおい
て「まちづくりとＪＣと経営品質」と題し日本経営
品質協議会指定講師鬼澤　慎人氏にご講演をい
ただき「経営品質」という考え方を通じ、この時
代に会社を経営する上で最も大事なものを学び
ました。また今例会は広く一般に青年会議所活
動の内容をご理解いただくために公開例会とさ
せて頂きました。当日は沢山の一般の方にご参
加いただき、我々が目指すまちづくりを行うた
めに、青年経済人として、自分たちの会社をど
のように経営することがまちづくりにつながる
のか、自分たちはどこを目指せばいいか、とい
うことを参加者全員で共に学びました。

わんぱく相撲は（社）東京青年会議所登録商標です。
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住所

◆やっさ祭りのやっさ踊りに関する日時・場所など
　８月６日（金）１９：３０～２２：００（予定）　三原駅南側周辺
　８月７日（土）１８：３０～２２：００（予定）　　　　〃

★ご案内
　・初出場のチームには「大うちわ」をプレゼント！
　・小学生以下の参加者には「オフィシャルバッジ」をプレゼント！
　・大人・子どもそれぞれ、ゆかた、ハッピの貸出しを行っています。数に限りがありますのでお早め
　　に申し込みください。
　・ 踊り参加者は、一人１００円の参加料が必要です。

所定の申込用紙（商工会議所に用意）に、必要事項を記入し、三原やっさ祭り
実行委員会へ提出して下さい。申込用紙は、ご連絡頂ければ郵送します。

今年で２９回を迎える「三原やっさ祭り」。三原やっさ祭り実行委員会では、やっさ祭りのメインイ
ベント「やっさ踊り」への出場チームを募集しております。町内会・自治会・子ども会・会社・友達
同士などでチームを組んでやっさ踊りに出場してみませんか？

◎受付期間　６月１日～３０日

◎申し込み方法

小・中学生を狙った不審者による事件
が相次ぐ中、広島県内においても県教
育委員会に寄せられる不審者情報は
毎日のようにあるという。今、子どもた
ちの「安全」そのものが大きな社会問
題となっているのも納得がゆく数字だ。
それらを受けて各学校では、ＰＴＡと連

携しながら防犯ブザーや笛を貸与する学
校が目立ってきた。紐を引いたり笛を吹く
事によって、期待以上の効果があると聞く。
◆一方、普段ＰＴＡ活動を女房任せがちだ
った父親が子どものために立ち上がる動
きが目立っている。父親たちが気軽に学
校に来て、地域（学区）ぐるみで子どもの
役に立とうと「おやじの会」設立が相次
いでいるのだ。広島県内では、２～３年前
に１０にも満たなかった「おやじの会」が、
現在では県内に１００を越える「おやじの会」

があるという。ある「おやじの会」では、
自分の子どもが卒業した後も、一人の子
どもの親から、地域の親父になってゆこう！
と、そのまま学区（地域）の子どものため
に会に残り、お手伝いをしてゆくケースが
多いという。◆結果的に、数十年後のまち
には、意識の高い「まちの親父」が溢れ、
教育だけに限らずまちづくりにも役立っ
てゆく将来的な展望も兼ね備えているよ
うだ。子どもたちに防犯ブザーさえ持た
せていれば安心であるという事は決して

ない。本当の意味での「子どもたちの
安全」は、子供たちの「心のブザー」を
地域全域で聞くことのできるまちづく
りそのものが大切なのではないだろう
か？

合併問題

合併問題

合併問題

会員募集・各報告・募集記事

〒723-8555　三原市皆実４丁目８－１
三原やっさ祭り実行委員会事務局（三原商工会議所内）　ＴＥＬ（０８４８）６２－６１５５（担当森川、森山）

新設合併

1.【定数特例（法6条1項）】設置の選挙の際に、議員定数の上限数の2倍の範囲内で定数を定めることができる。

2.【在任特例（法7条1項）】旧市町村の議員は、合併後2年以内は新市町村の議員でいることができる。
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選挙なし
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定数
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自治法91条2項に規定する

上限数の2倍の範囲内

合併前の関係市町村

の議員全員が在任

　　　　合併が近づくにつれて「議員の扱いはど
うなるの？」ってよく耳にするけど？
　　　　そうだね。原則は合併が行われた時点
で合併関係市町村の議会議員の身分が失われ、
合併後５０日以内に設置選挙を行い人数は法定
数の数になるんだ。だけど『市町村の合併の特例
に関する法律(合併特例法)』の中には議員の定数
特例・在任特例の２つの特例があるんだ。（図1）
もちろん、新設合併と編入合併で内容が変わっ
てくるんだけどね。合併後はいずれかを選択し
ないといけないんだ。
　　　　新設合併の場合の定数特例と在任特例
ってどうちがうの？
　　　　定数特例は合併後の最初の選挙に限り、
議員定数の２倍を超えない範囲で合併する市町
村が協議し決定するんだ。例えば１市３町（本郷町・
久井町・大和町・三原市）が新設合併すると人口１
００,０００人以上２００,０００人未満の市にな
るから、地方自治法で定められた議会議員の定
数は３４人なので、６８人以内の定数で選挙を
実施することが出来るんだ。在任特例の場合は
合併前の議員（本郷町１６人、久井町１２人、大和町１４
人、三原市２８人）の在任任期の２年を超えない範
囲で延長することが出来るんだ。
　　　　定数特例を行うことになると、今、１
市３町の議員数が７０名なので、最多の６８人
の定数で行くと２人失職することになるんだね。
在任特例を行う事になると、合併後２年間は議
員数が変わらないんだね。
　　　　そうだね。
　　　　でも、定数特例で最小の３４人の定数
で行くと３６人が失職することになるんだね。

その時の１市３町の議員定数の比率はどうなるの？
　　　　大枠は人口の比率で決まるんだ。合併
後の人口が１０６,０００人になるので、３４人
の議員定数で行うのであれば（人口÷議員数）議
員１人当たりの市民が３,１１７人の計算となる
んだ。本郷町の場合、１０,９７１人なので、議
員数が３人。久井町の場合、５,５７４人なので
議員数が１人。大和町が７,６０３人なので議員
数が２人。三原市が８２,０８１人なので議員数
が２８人となるんだ。
　　　　議員が１人になる地域も出てくるんだね。
それでは本来の議員の行う仕事が出来なくなる
んじゃないの？

　　　　そうだね。でも定数特例では旧市町ご
とに、議員の定数を決める特区を設ける事も出
来るんだ。定数特例もそうだけど、在任特例を
行っても合併２年後には同じように議員の定数
をどうするかといった問題が出てくるだろうね。
でも、“効率のよい行政への転換”という部分を
考えると、定数特例・在任特例・議員数等は、
しっかり考えて行かなければならないことだと
思うよ。
　　　　市民はどの様に考えているのかな？
　　　　それじゃ、みんなにアンケートをとっ
て聞いてみよう。
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